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「ＩＴおよび公正競争に関する新しいルール －動向と影響」を公表 

新日本有限責任監査法人がメンバーファームであるアーンスト・アンド・ヤングは、「ＩＴおよび公正競

争に関する新しいルール―動向と影響」についての報告書を公表しました。 

ＩＴ（情報技術）が今日の経済にとって不可欠になるにつれ、不正コピーなどのIT使用における違法

行為はますます問題となっています。消費者や企業は、長年、コスト削減や知識不足など、さまざまな

理由から、「違法ＩＴ」を使用し、コンピューティングニーズを満たしてきました。一方、ソフトウエアの知

的財産権の保護は浸透し、企業における「違法ＩＴ」使用は徐々に減ってきました。しかしながら、ビジ

ネスオペレーション上の「違法ＩＴ」は依然として存在し、不当な競争上の利益を生み出しています。 

本報告書では、「違法IT」の使用が公正な競争にもたらす影響や、米国のいくつかの州で施行され

た「違法IT」に基づく反競争的行為を取り締まる新しいルールを紹介するとともに、各種の法令がもた

らす影響と対応策について検討しています。 

詳細は、次の報告書本文（日本語版および英語版）をご覧ください。なお、付録として、弁護士によ

る解説「日本における関連分野の法令の状況」（西村あさひ法律事務所）を添付いたします。 
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アーンスト・アンド・ヤングについて 
アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーサービスの分野における世界的な
リーダーです。全世界の 16万 7千人の構成員は、共通のバリュー（価値観）に基づいて、品質において徹底した責任を果し
ます。私どもは、クライアント、構成員、そして社会の可能性の実現に向けて、プラスの変化をもたらすよう支援します。 

「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームで構成されるグローバ
ル・ネットワークを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、
英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。 詳しくは、www.ey.com にて紹介しています。 

新日本有限責任監査法人について 
新日本有限責任監査法人は、アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームです。全国に拠点を持ち、日本最大級の人員を
擁する監査法人業界のリーダーです。品質を最優先に、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービ
スなどを提供しています。アーンスト・アンド・ヤングのグローバル・ネットワークを通じて、日本を取り巻く世界経済、社会にお
ける資本市場への信任を確保し、その機能を向上するため、可能性の実現を追求します。詳しくは、www.shinnihon.or.jp に
て紹介しています。 
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本書又は本書に含まれる資料は、一定の編集を経た要約形式の情報を掲載するものです。したがって、本書又は本書に含

まれる資料のご利用は一般的な参考目的の利用に限られるものとし、特定の目的を前提とした利用、詳細な調査への代用、

専門的な判断の材料としてのご利用等はしないでください。本書又は本書に含まれる資料について、新日本有限責任監査法
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適合性その他いかなる点についてもこれを保証するものではなく、本書又は本書に含まれる資料に基づいた行動又は行動を
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